
「第５回ゲノム微生物学会年会開催中止に伴う事後対応」メモ 
3/9 年会会場にて最終打ち合わせを行い、ほぼ全ての準備終了 

  WEB での参加登録(賛助機関を除外): 年会 220 人、懇親会 143 人 

  招待講演 4, 学会奨励賞受賞講演 2 

  一般発表: ポスター演題数, 158; 口頭演題数, 54; 学生 3-min talk 数, 50 

3/11 東北地方太平洋沖地震 

3/12 年会開催中止決定 

 

事前に払い込まれた年会参加費・懇親会参加費の取り扱い 

年会参加費・懇親会参加費事前払い込み者への返金を基本とする 

  辞退した年会参加費は執行済みの年会経費に充てる 

  辞退した懇親会参加費は「震災義援金」にする 

 3/17 年会参加費・懇親会参加費事前払い込み者への返金を HP とメールで予告 

 3/20 年会参加費・懇親会参加費事前払い込み者への「返金希望」意志確認開始 

 4/5 参加費返金開始 (手数料は年会予算) 

 4/19 返金完了 

学会費納入時での年会参加費等の支払いを学会員に依頼 

 執行済みの年会経費に充てる 

 3/23 付けで評議員会議長と学会長の連名にてメールで学会員に送付  

ランチョンセミナー、展示会出展企業、要旨集広告企業、年会賛助金出資企業 

 1.ランチョンセミナーと展示会出展の企業へは返金する 

 2. 要旨集広告企業には返金しない 

3. 年会賛助金出資企業には返金しない 

 4. ただし、上記 2 と 3 で仙台にて直接営業している企業には返金する 

 3/22  各企業に返金の旨或いは返金免除依頼を打診 

 5 月初旬 この日までに対応を終了 

年会要旨集の配付 

 要旨集広告企業、年会参加費・懇親会参加費事前払い込み者、本年度学会費納入者に配付済み 

 

今後の対応課題 

1. 辞退した懇親会参加費を「震災義援金」: 義援金、寄付金、支援金のうちのどれにして、どの

相手先団体にするのか？ 

2. 学会費納入時での年会参加費等の支払い: どこかで期限を区切る必要あり。 

3. 年会参加費・懇親会参加費事前払い込み者への報告 


